
 

香川県立図書館相互貸借規程 
 
      第１章  総  則 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めるもののほか、香川県立図書館（以下「県立図書館」という。）

と他の図書館等との図書館資料（以下「資料」という。）の相互貸借に関し必要な事項を定め

るものとする。 

      第２章  貸  出 

  （貸出しを受けることができる図書館等） 

第２条 県立図書館の資料の貸出しを受けることができる図書館等（以下「借受館」という。）

は、次のとおりとする。 

(1)  国立国会図書館 

(2)  図書館法の規定に基づく図書館又はこれに準ずる機関 

  (3) 学校教育法の規定に基づく大学又は高等専門学校の図書館及びこれに類する施設 

  (4)  その他県立図書館長（以下「館長」という。）が適当と認める図書館又はこれに準ずる

機関 

  （貸出の手続） 

第３条 借受館が、資料の貸出しを受けようとするときは、その都度、資料貸出申込書（第１

号様式）又は借受館の定める様式により申し込むものとする。 

２  県立図書館は、前項の貸出申込みを受け付けたときは、相互貸借資料貸出票（第２号様式）

に所要事項を記入して貸出するものとする。 

３  県立図書館が借受館へ資料を貸し出すときは、資料貸出通知書（第３号様式）により借受

館へ通知するとともに、資料を書留郵便その他これに準ずる方法により送付するものとする。 

  （貸出資料の数） 

第４条 同時に貸出すことのできる資料の数は、借受館１館につき、１０冊以内とする。ただ

し、未返納の資料があるときは、その資料も含めて１０冊以内とする。 

２  館長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、資料の数を増減するこ

とができる。 

  （貸出期間） 

第５条 資料の貸出期間は、３０日以内とする。 

２  前項の貸出期間は、県立図書館が資料を発送した日から起算し、再び資料が県立図書館へ

返納されるまでとする。 

３  貸出期間の更新は認めない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りで

ない。 

４  館長は、業務のため必要があると認めたときは、貸出期間中でも貸出資料の返納を求める

ことができる。 



 

  （経費） 

第６条 資料の貸出し及び返納に伴う経費は、原則として借受館が負担する。 

  （貸出しを制限する資料） 

第７条 次の各号に掲げる資料は貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めた

ときは、この限りでない。 

(1) 貴重資料、寄託資料、参考資料、ＡＶ資料、新聞、地図 

(2) 送付に困難がある資料又は特に忘失、損傷しやすい資料 

(3) その他館長が指定する資料 

  （貸出資料の利用制限） 

第８条 借受館は、貸出しを受けた資料について、借受館の利用規程に従い利用に供するもの

とする。ただし、館長が指定した資料については、館内閲覧の方法により利用に供するもの

とする。 

２  借受館は、貸出しを受けた資料の複写、写真撮影等について、著作権法の規定及び県立図

書館の指示に従わなければならない。 

  （返納の手続き） 

第９条 借受館が貸出しを受けた資料を県立図書館へ返納するときは、借受資料返納通知書（第

４号様式）又は借受館の定める様式により通知するとともに、書留郵便その他これに準ずる

方法により送付するものとする。 

  （借受館の責任） 

第１０条  借受館は、その資料を受領してから、県立図書館が再びその資料を受領するまでの

間、その責任を負うものとする。 

２  借受館が損傷した資料を受領したとき、受領すべき資料が到着しないとき、受領した資料

を忘失若しくは損傷したとき、又は返送の途中において忘失若しくは損傷したことを知った

ときは、直ちにその旨を県立図書館に連絡しなければならない。 

３  借受館は、受領した資料を忘失若しくは損傷したときは、現品又は相当の資料で弁償しな

ければならない。 

  （貸出の規制） 

第１１条  館長は、この規程に違反した借受館に対して、将来の貸出しを停止又は禁止するこ

とができる。 

第３章 借受 

  （貸出館の規定適用） 

第１２条  県立図書館が、他の図書館等から資料を借り受ける場合は、貸出しをする図書館等

（以下「貸出館」という。）の定めによるもののほか、この規程に定めるところによる。 

   (借受を申し込むことができる者) 

第１３条  他の図書館等からの資料の借り受けを申し込むことができる者（以下「借受依頼者」

という。）は、香川県立図書館規則第１０条に規定する者とする。 



 

 （借受の手続） 

第１４条 借受依頼者が他の図書館等から資料の借り受けをしようとするときは、相互貸借資

料借受申込書（第５号様式）を館長に提出しなければならない。 

２  館長は前項の申込みを受付けたときは、貸出館へ資料貸出申込書（第６号様式）又は総合

目録ネットワークシステムに定める様式を送付するものとする。 

 （借受資料の数） 

第１４条の２ 借受依頼者が同時に借り受けを申し込むことができる資料の数は、１人につき

１０冊以内とする。ただし、既に借り受けの申し込みを受け付けている資料及び借受中の資

料があるときは、その資料も含めて１０冊以内とする。 

  （経費） 

第１５条  資料の送付に要する経費及び資料を忘失若しくは損傷したときの弁償に要する経費

は、資料の借受依頼者が負担するものとする。 

  （返納の手続） 

第１６条  県立図書館が貸出館へ資料を返納するときは、借受資料返納通知書（第 7 号様式）

により貸出館へ通知するとともに、資料を貸出館へ送付するものとする。 

  （利用の制限） 

第１７条  館長は、借り受けた資料を利用に供する場合は、貸出館の指示に従い利用させるも 

のとする。 

２ 館長は、借受依頼者が利用者登録している場合で、貸出館が許可する場合には、借り受 

けた資料の館外貸出を許可するものとする。なお、館外貸出をするときは、借受依頼者に香 

川県立図書館資料貸出カードの提示を求めるものとする。 

３ 館長は、借り受けた資料の複写・写真撮影等については、著作権法の規定及び貸出館の規

定に従って許可するものとする。 

４  館長は、借受期間中であっても、貸出館からの返納依頼があれば、利用を停止することが

できる。 

（電子情報処理組織を使用して行う手続の特例） 

第１８条  第１４条の規定による申請又は届出については、電子情報処理組織（教育委員会の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請又は届出をする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせるこ

とができる。 

２ 前項の規定により行われる申請又は届出については、香川県教育委員会等に係る行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１６年教育委員会規則第２５号）の規

程の例による。 

 

      附  則 

  この規程は、昭和５９年４月１日から施行する。 



 

      附  則 

  この規程は、昭和６０年６月１日から施行する。 

      附  則 

  この規程は、昭和６１年１１月１日から施行する。 

      附  則 

  この規程は、平成６年３月２８日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成１７年１２月１３日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成１８年３月２８日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成３０年７月４日から施行する。 

   附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


